
「宜野湾市ファミリー・サポート・センター運営事業業務委託」プロポーザル質問に対する回答

令和7年6月10日公開

質問№ 項目 質問 回答

1
実施要領 5 提出書類及び提出期限
 (9)見積書及び見積内訳書

現在使用している備品の譲渡予定はございます
か。（チャイルドシート等）

チャイルドシートは委託期間中の貸与を予定しております。
その他備品については基本的に受託者で用意となります。

1
仕様書 6 業務内容
(3)講習会・交流会
(4)講習実施業務

会場について、貴市研修室をお借りすることは
出来ますでしょうか。その場合、費用は受託者
負担でしょうか。

市公共施設の借用可能です。ただし受託者が直接各施設へ予
約調整ください。
使用料は受託者負担となります。

2
仕様書 6 業務内容
(3)まかせて会員に対する講習会

講師への報償費についてご教示ください。

別紙１をご参考ください。
金額は令和６年度の実績額となっております。また、講師が
公務員の場合（勤務時間内に限る。）は、報償費は発生しな
いため実績額は０円となっております。

3
仕様書 6 業務内容
(6)広報誌の発行

広報誌の発行部数、ページ数などがございまし
たらご教示ください。

現在、全会員向けに広報誌（2ページ）を送付しております。
令和6年度：1,317人/2回
令和7年6月10日現在会員数：1,438人
(おねがい会員1,310人,まかせて会員89人,どっちも会員39人)

4
仕様書 6 業務内容
(6)ホームページ等の広報

ホームページは https://www.kodomo-
mirai.okinawa/support/detail/23303 内にお
いて広報発信をする形でしょうか。それとも受
託者がHPを立ち上げ運用するのでしょうか

ご質問のホームページは沖縄県が運営しているもので、該当
ページから広報発信はできません。
受託者がホームページを立ち上げ運用し広報をして頂きま
す。宜野湾市のホームページへリンク掲載も可能です。

プロポーザル実施要領に関する質問

仕様書等に関する質問
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5 仕様書 13 補償保険の加入
一般社団法人女性労働協会が取り扱う保険加入
内容についてご教示ください。

【令和７年度加入内容】
①地域子育て支援補償保険
・依頼子供傷害保険 Dタイプ（12,200円×20人）
・サービス提供会員傷害保険 Ⅲタイプ（15,840円×20人）
・賠償責任保険（14,000円）
・お見舞金制度（2,000円）
②研修・会合傷害保険
　・Ｂタイプ（29円×548人）

6 仕様書 13 補償保険の加入
加入指定のある保険について、児童の送迎後の
まかせて会員のケガについてどような補償内容
となっているのでしょうか。

送迎後、帰宅途中のケガに関しても保険適用の範囲内となり
ます。その他保険適用範囲に関しての詳細は、以下へお問い
合わせください。
一般財団法人女性労働協会　保険代理店部門
電話　03-3456-4418

2/2


